
中小企業のための支援制度説明会

令和8年4月23日
堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課 振興係



堺の伝統産業・伝統的地場産業

刃物 線香注染・和晒

敷物(緞通)

堺五月鯉幟自転車和菓子

昆布

匠の技が冴える
伝統産業・地場産業
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伝統産業ブランド推進事業
「sakai kitchen〈堺キッチン〉」
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「sakai kitchen〈堺キッチン〉」とは

堺の優れた伝統技術をもっと多くの人に知っていただきたいという思いから立ち上げたプロジェクト。

「道具を愛することは、くらしを愛するということ。"日々のくらしを愛する"」をブランドコンセプトに、

愛着をもって長く使い続けられる上質なアイテムを提案します。



「sakai kitchen〈堺キッチン〉」の
コンセプトに合致した商品を募集

伝統産品

コンセプトに合致するもの

伝統産品以外

伝統産品の魅力を引き立て
ともに輝く逸品

堺キッチンセレクション

「堺キッチンセレクション」とは

伝統産品（「刃物」「注染和晒」「線香」）とそれらの伝統産品の魅力を引き立てる商品を

「sakai kitchen〈堺キッチン〉」として認定するものです。コンセプトに合った商品を、随時募集し

ています。
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これまでの認定商品（一部）

伝統産品

HADO 潮騒
煤黒三徳包丁

堺キッチンオリジナル

さささ
和晒コーヒーフィルター

プレミアムインセンス
ホルダー Fio

CHOPLATE

KON-KOU
インセンスホルダー
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魅力を引き立てる商品

注染扇子

ふむふむ



代官山蔦屋書店でのプロモーション・販売

展示・販売

会期

令和7年12月26日（金）～令和8年1月8日（木）

場所

代官山蔦屋書店
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実演や参加体験型ワークショップ

1 認定商品を使用した料理講座

2 手ぬぐいを使用したパーソナルカラー診断

3  認定事業者による包丁の選び方講座

※令和7年度の内容



メディア向けイベント・オンラインショップでの販売

メディア・インフルエンサー向けイベント
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堺伝匠館オンラインショップ

堺の特産品のなかから選りすぐりの商品を

販売するオンラインストア

※堺伝匠館の店舗内特設コーナーでも販売中

※令和7年度の内容

開催日

令和7年9月18日

場所

ミシュランガイド

掲載店

京料理清澄たか原
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伝統産業生産力強化支援補助金

事業概要

伝統産業事業者が生産力強化のために行う工場用建物の取得・改修や生産設備の購入・
修繕、操業環境の改善、稀少道具類の購入・修理に要する経費を支援します。

対象となる方

（１）伝統産業事業者（本市内に主たる事業所を有し、打刃物、注染･和晒、線香、昆
布加工（手すき昆布）のいずれかの伝統産品を製造する事業者）のうち、中小企

         業者又は小規模事業者。ただし、みなし大企業は除く。
（２）（１）の者により組織された団体（産地組合等）

補助事業の例

・工場の新設、増設

・生産設備（例：ベルトハンマー、炉、コンプレッサーなど）の購入、修繕

・操業環境の改善につながる設備（例：スポットクーラーや防音壁など）の購入、修繕

・稀少道具類の購入、修理 など



10

伝統産業生産力強化支援補助金

補助対象事業 補助対象者 補助率 補助限度額

①工場の用に供する建物の取得又は
改修

伝統産業事業者のうち、
中小企業者、小規模事業者
または団体

10分の1以内
上限5,000万円
下限100万円

②生産設備の購入又は修繕
伝統産業事業者のうち、
中小企業者及び小規模事業者

3分の1以内
ただし、①と合わせて実施す
る場合、又は工場の用に供
する建物の取得もしくは改良
と合わせて実施する場合、
2分の1以内

上限200万円
下限10万円

③操業環境改善のための設備の購
入又は修繕

伝統産業事業者のうち、②の補
助対象事業を合わせて実施する
小規模事業者
ただし、①の補助対象事業を合わ
せて実施しない者に限る

3分の1以内
上限200万円
下限10万円

④稀少道具類の購入又は修理
伝統産業事業者のうち、
小規模事業者

3分の1以内
上限50万円
下限10万円

申請をご検討される場合は、事前に地域産業創造課振興係までご相談を！



伝統産業異業種連携（商品開発・販路開拓）
チャレンジ補助金
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事業概要

市内伝統産業事業者等が異なる業種の事業者と連携し、異業種のノウハウを生かした

新商品の開発から販路開拓まで一体的な取組みへのチャレンジを支援する補助金。

伝統産業事業者等 異業種連携事業者

異業種連携による商品開発・販路開拓等にかかる費用を支援

連携

申請枠 補助率 補助金下限額 補助金上限額

一般枠

１/２
以内

２０万円 ２００万円

２箇年
事業枠

５０万円
２００万円

（１年度あたりの補助上限額は
１００万円）



市民・企業等が行う伝統産品活用・発信促進補助金
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事業概要

市民団体や企業等が堺の伝統産品を活用し、魅力を市内外へ広く発信する活動にかかる

経費を補助します！ ※伝統産品【包丁、注染・和晒、線香（線香立て等含む）】

補助事業の例

・ 学校の創立記念事業や社内の周年イベントでの記念グッズとして注染手ぬぐいを製作し

在校生やＯＢ、社員に配布する。

・ 社員向けの勤続表彰や年間の業績報奨の賞品として、堺の包丁を贈呈。

申請者 補助率 補助金下限額 補助金上限額

大企業
（みなし大企業含む） ３分の１以内

５万円 ２５万円

上記以外 ２分の１以内



ご清聴
ありがとうございました
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